
令和４年６月１６日   

 １３:００～ 第６委員会室 

第６回議会改革協議会 次第 

１ 第５回議会改革協議会の協議結果について（確認） 

２ 市民参加の促進 

３ 多様な人材が活躍できる議会の環境づくり 

４ 議事堂のバリアフリー化の推進、設備の充実等 

５ 第７回協議会について 

６ その他 
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第５回議会改革協議会 会議録 

開 催 日：令和４年３月２２日（火曜日）

開催場所：議事堂２階 第６委員会室

出席委員：田仲常郎委員（自民党・無所属の会：座長）、三原朝利委員（自民党・無所属の会）、

本田忠弘委員（公明党）、渡辺修一委員（公明党）、

白石一裕委員（ハートフル北九州）、森本由美委員（ハートフル北九州）、

山内涼成委員（日本共産党）、出口成信委員（日本共産党）、

日野雄二委員（自民の会）、戸町武弘委員（自民の会）

議  題： 

１ 第４回議会改革協議会の協議結果について（確認） 

 ２ 市民参加の促進について 

３ 多様な人材が活躍できる議会の環境づくりについて 

４ 議事堂のバリアフリー化の推進、設備の充実等について 

５ 第６回協議会について 

主な意見など 

１ 代表者会議への協議結果報告について（報告） 

【座長】 

・前回の協議会において確認した３項目「多様な手段による議会活動の報告等」、「議会及

び議員の政策立案及び政策提言機能の強化」、「議会におけるＤＸの推進」の協議結果に

ついて、３月２２日に開催された代表者会議にて報告を行った。 

２ 第４回議会改革協議会の協議結果について（確認） 

【事務局】 

・資料１のとおり、第４回議会改革協議会の協議結果を取りまとめ、市議会ホームページ

に掲載することを報告。 

【座長】 

・ただいまの説明についてご確認いただけるか。（全委員了承）。 

３ 市民参加の促進について 

（１）若者世代への主権者教育、市民参加の推進 

【事務局】 

・資料２―１～２－４により説明 

※以下、主な意見等 

【自民党・無所属の会】 

 ・「政治を身近に感じてもらう、市議会を身近に感じてもらう、それが投票率の向上につな

げられる」といった目標を持ち、目的をしっかり定めたうえで取り組むべき。

資料１ 
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【自民の会】 

 ・根本の主権者教育については総務財政委員会で議論中であるため、議論が二重にならな

いようにすべき。 

【ハートフル北九州】 

 ・青年会議所主催のＫＤＳ（北九州ドリームサミット）とは別に、市議会主催の取組みも

検討してはどうか。

【座長】 

 ・次回は各会派の意見をもとに具体的に議論したいと思うが、よろしいか。（全委員了承） 

（２）有権者への情報伝達方法の改善 

【事務局】 

・資料３により説明 

※以下、主な意見等 

【ハートフル北九州】 

 ・選挙公報をカラーにしたりサイズを大きくしたりするなど、有権者側へ届ける情報を充

実できないか。 

【公明党】 

 ・選挙公報の配布時期をなるべく早くできないか。 

【事務局】 

 ・配布時期等については選挙管理委員会の所管のため、総務財政委員会にて議論をお願い

したい。 

【座長】 

 ・次回、引き続き議論したいと思うが、よろしいか。（全委員了承） 

４ 多様な人材が活躍できる議会の環境づくりについて 

ハード・ソフト両面からの検討 

【座長】 

 ・第３回議会改革協議会において、議員全員を対象としたアンケートを実施することを決

定し、意見聴取の項目については引き続き議論していくこととし、アンケートのたたき

台を作成した。 

【事務局】 

・資料４により説明 
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※以下、主な意見等 

【自民党・無所属の会】 

 ・とにかく実施してみることが大事と考える。

【公明党】 

 ・アンケート案（資料４）では、ハラスメント行為を「なし」と回答した場合は設問終了と

なっているため、仮に「なし」と回答した人も、防止のための取組みを回答できるよう

改善すべき。 

【自民の会】 

 ・回答した議員が特定されないような配慮をしてもらいたい。 

【座長】 

 ・次回、意見聴取項目について決定していきたいと思うが、よろしいか。（全委員了承） 

５ 議事堂のバリアフリー化の推進、設備の充実等について 

（１）バリアフリー化の推進、（２）設備の充実 

【事務局】 

・資料５により説明 

※以下、主な意見等 

【ハートフル北九州】 

 ・議場の椅子は長時間座るのに適しておらず、高さや前後調節できるよう改善してほしい。 

 ・議場にタブレット端末用の電源を設置してほしい。 

【公明党】 

 ・聴覚障害者の傍聴者向けに、ＡＩ音声認識システムの導入を検討してほしい。

【日本共産党】 

 ・議場における障害者への合理的配慮義務についても確認すべき。

【自民党・無所属の会】 

 ・費用対効果やシステムの精度も踏まえて検討すべき。

【自民の会】 

 ・ＡＩ音声認識システムをモニターと合わせて導入するのが望ましい。 

 ・議場の電源設置について、モバイルバッテリーを持ち込めば安価で済むのではないか。 

 ・議場の椅子については、費用面を考えると難しいのではないか。 

【ハートフル北九州】 

 ・議場の椅子については、耐用年数も含めて検討してほしい。 

 ・ＡＩ音声認識システムを試験的に試してみてはどうか。 
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【事務局】 

・ＡＩ音声認識システムの試用体験については関係業者と協議をしたい。 

【座長】 

 ・次回、引き続き協議したいと思うが、よろしいか。（全委員了承） 

６ 第６回協議会について 

【座長】 

・第６回協議会では、今回継続協議となった項目について引き続き協議を行いたい。 

・第６回協議会の開催日程については、事務局に調整させ、決まり次第連絡する。 



選挙公報の改善 

◎本市議会議員選挙公報における情報の充実 

（１）選挙公報紙の１人当たりの掲載枠拡大 

□概算経費シミュレーション

現行 改善内容 概算費用 

紙面 1面当たり 

6 人（枠）掲載 

※R3 市議選実績 

経費約 3,100 万円 

印刷部数約 52 万部 

封入・配布費用含む

紙面 1面当たり 

4 人（枠）掲載 
約 500 万円の増 

紙面 1面当たり 

2 人（枠）掲載 
約 1,000 万円の増 

【その他の懸案事項】 

 ・これまで選挙公報の配布を行ってきた㈱日本郵便（タウンメール）の配布料が値

上がり。（約 1,300 万円増） 

・上記の配布料の値上がりに対応するため、㈱日本郵便が配布している一部をポス

ティング業者に変更することが必要。 

（２）本市選挙管理委員会で現在検討中の選挙公報改善案 

 ・現在は、選挙公報をそのまま本市ホームページへ掲載しているが、候補者名の一

覧からクリックすれば、候補者ごとの情報を個別に閲覧できるしくみを検討中。 

資料２ 
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【議会改革協議会】 

多様な人材が活躍できる議会の環境づくりに関する 

議員アンケート案 

１ 意見聴取の実施方法（これまでの協議会において決定） 

（１）聴取対象：全議員 

（２）実施方法：無記名による選択式、記述式を組み合わせたアンケート 

２ アンケートの趣旨 

このアンケートは、議会改革協議会で「多様な人材が活躍できる議会の環境づくり」につい

て協議を行ううえで、議員皆さまの現状認識や将来のあるべき姿等の考えを知るために実施す

るものです。そのため、回答の選択肢には、法的に実施不可能なものや、条例等の改正が必要

なもの、多額の経費を要するものなどが含まれており、直ちに実現できるものではありません

のでご了承ください。 

３ 意見聴取の項目（案） 

１ 議員自身が傷病、障害、妊娠等、支援を要する状態等にある場合や、議員が家族等の

介護・看護等を行っている場合、又は乳幼児等の子育て中である場合等に、議員活動を

行う上で、今後改善を要すると思う取り組みの番号に○印を付してください。 

（１） 本会議・委員会・任意の協議体の運営に関すること 

（ア）開催時期・時間等 1 休日・夜間等、柔軟な開催 

（イ）議場への参集 

2 リモート参加を応召したものとみなす措置 

3 ヘルパーなど補助者の同席を可とする措置 

4 乳幼児等、子どもの同席を可とする措置 

5 要介護・看護者等の同席を可とする措置 

6 

議員が出席せず、あらかじめ作成した質問・質疑内容を

事務局書記が読み上げ、執行部が答弁する場合等も応

召したものとみなす措置 

7 
議員以外の者による代理出席も応召したものとみなす

措置 

8 
介護タクシーの利用等、参集に係る移動費用が多額に

なる場合の費用弁償の増額（例えば実費額等） 

（ウ）質疑・質問等の発言

9 リモート参加による発言を可とする措置 

10 
原稿・筆談内容等を事務局書記が代読することを可と

する措置 

11 ヘルパーなど補助者による発言を可とする措置 

12 

議員が出席せず、あらかじめ作成した質問・質疑内容を

事務局書記が代読し、執行部が答弁するなどの配慮を

可とする措置 

13 質疑・質問時間を柔軟に変更するなどの措置 

資料３ 
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（エ）採決時の意思表示 

14 リモート参加による表決を可とする措置 

15 議員席に設置するボタンによる表決を可とする措置 

16 タブレット端末による表決を可とする措置 

17 ヘルパーなど補助者による表決を可とする措置 

18 議員以外の者の代理出席による表決を可とする措置 

（オ）タブレット端末に 

よる資料の閲覧 
19 資料の読み上げ（機能の付加）、点字版作成等の配慮 

（カ）行政視察 

20 日帰り参加 

21 リモート参加 

22 補助者の同伴 

23 乳幼児等、子どもの同伴 

（２） 議事堂の設備に関すること 

（ア）設備の充実 

24 ベッドに寝た状態等でリモート参加できる部屋の設置 

25 家族等の介護・看護を行える部屋の設置 

26 託児所の設置 

27 授乳室の設置 

28 点字案内板の設置 

（３）その他、議会活動全般に関すること 

（ア）研修等の充実 

29 

議員の能力向上研修の充実 

（議会運営等に関する基本研修、政策立案に関する研

修、IT 研修等に関する研修） 

30 
議員の倫理研修の充実 

（男女共同参画、ハラスメント防止等に関する研修） 

（イ）市民の理解促進 
31 

議会活動に関する情報発信（ＨＰ、ＳＮＳ等の活用

等）の充実 

32 子ども向けなどの模擬議会等の実施 

（ウ）その他の 

環境整備 

33 
男女共同参画や障害者活躍の視点を盛り込んだ指針等

の作成 

34 通称名（旧姓含む）の使用 

（４）上記（１）～（３）以外に、改善が必要又は、有効と思う取り組みがあれば 

ご記入ください。 

（自由記述）
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２ 議員活動におけるハラスメントについて、これまでに、ご自身がハラスメント行為を

受けたり、他の議員からハラスメント行為を受けているとの相談を受けたこと、又は、他

の議員がハラスメント行為を受けている場面を実際に見聞きしたりしたことなどがあり

ますか。 

（１）ハラスメント行為の有無について、「ある・ない」いずれかを選択し、○で囲んで

ください。 

ある ない 

（２）以下の設問に 

お答えください。 

（３）の設問にお答えください。

（２）（１）で「ある」と回答した場合、ハラスメント行為の種類、その内容を 

お答えください。 

（ア）ハラスメント行為の

種類（複数回答可） 

□ セクシャル・ハラスメント 

□ パワー・ハラスメント 

□ マタニティ・ハラスメント 

□ モラル・ハラスメント 

□ アルコール・ハラスメント 

□ その他（                   ） 

（イ）上記でチェックを付けた行為について、その内容を簡潔にご記入ください 

（３）ハラスメント防止に向け有効な取組として、議会として取り組むべきものと考えるも

のについてお答えください。 

ハラスメント防止のために

有効と考える取り組み 

（複数回答可） 

□ 
ハラスメント防止のための規定（条例、要綱等）の 

整備 

□ 相談窓口の設置 

□ 第三者委員会の設置 

□ 調査結果の公表 

□ 議員に対するハラスメント研修の実施 

□ 事務局職員に対する研修 

□ その他（                   ） 

（自由記述）



議事堂のバリアフリー化の推進、設備の充実等 

１ 本市議場の議員席椅子について 

２ 議場における障害者への合理的配慮義務について 

〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号） 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合

理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、

関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 

⇒努力義務

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害

者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害し

てはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁

の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う

負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当

該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

⇒その実施に伴う負担が過重でないときは、義務 

３ ＡＩ音声認識システムのデモンストレーションについて 

 ・デモンストレーションの実施が可能な業者について、現在選定中。 

設置時期 議事堂建築時（昭和４７年） ※メーカー不明 

耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（課税の公平性を図る

ために設けられた基準）による法定耐用年数は１５年 

資料４ 


